
令和８年１月　札幌市　　　

札幌市の今後の財政運営について
(今後10年間の財政推計)
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この推計は、物価上昇や経済情勢による税収の変動な
どを加味しない一定の仮定に基づいた推計です。
今後の事業費などは、現時点での想定であり、変動す
ることがあります。
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財政推計の概要と前提について

財政推計の概要

➤令和６年度決算では、扶助費や職員費の増のほか、物価高騰の影響を大きく受けたことで、
　アクションプラン2023（以下、AP）で示した中期財政フレームの最終年度である令和９年度
　末の基金残高より減少する見通しとなっておりました。

➤これを受け令和８年度予算編成では、この減少分の好転を目指し、「内部経費の徹底的な見
　直しと節減」と「事業の選択と集中」を基本方針とし、よりメリハリがついた予算編成を実
　施しました。

➤しかしながら、令和８年度予算時点においてもなお、２００億円を上回る収支不足が生じて
　いる状況です。

➤そこで、アクションプラン策定時から社会情勢や事業進捗などが大きく変化していることか
　ら、将来世代に過度な負担を残さない持続可能な財政運営を行うため、直近の予算・決算に
　基づき、今後１０年間の財政推計を試算することとしました。
　なお、今後の財政状況については、物価の高騰の影響や国における税制改正や地方交付税の
　対応の方向性など、歳入歳出ともに不確定な要素があることと、一定の仮定条件に基づき試
　算しているため、今後の事業費などは現時点での想定であり、変動することがあります。
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財政推計の概要と前提について

　一般会計における令和17年度までの財政推計（10年間）を実施

【全般】
・一般会計の見通しを作成
・令和９年度以降の物価・人件費単価の上昇や経済情勢による税収の変動は見込んでいない。

【歳出】
・職員費は、令和８年度予算を起点とし、令和９年度以降は、同水準で推移するものとして
　算出
・公債費は、建設事業費の見込みから市債発行額を計上し、元金額を算出
　令和８年度予算の新規発行利率(10年債は3.54％)により、利子額を算出
・建設事業費は、札幌市がすでに事業決定または事業着手している一部の事業を除き、事業実
　施の是非、時期または費用が未定・未精査であり、法定耐用年数や施設の老朽度合から目安
　の時期・期間を仮置きし、類似施設の取得価格などを参考とした試算額を均等割で計上する
　など、現時点での仮定額を計上

【歳入】
・市税は、各税目ごとに人口推計などを踏まえ算出
・地方交付税は、令和８年度予算額を起点とし、建設事業費、市税収入及び人口推計等
　を踏まえ算出

※　各項目ごとに四捨五入しているため、グラフ間の数値は一致しない場合があります。

推計の前提



財政推計について－①

令和８年度予算の姿（一般財源の内訳）

その他政策経費 一般財源

公共交通ネットワーク確保対策費 3,642

私立保育所等補助金 3,506

行政サービスの高度化に向けたデジタル環境
整備費

2,785

企業立地促進費 1,827

その他一般経費 一般財源

小・中学校運営管理費 9,642

学校給食費 6,973

敬老優待乗車証（敬老パス）交付費 3,822

公園管理費 3,291

一般財源負担が大きい主な事業

扶助費（市単独） 一般財源

医療助成（子ども、ひとり親、重度障がい） 7,865

➢一般財源の約93％は「裁量性の低い経費」に支消
➢「裁量的経費」の約３割は基金の取崩しに依存

単位：億円
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単位：百万円

➤下図は令和８年度一般会計予算案の各経費に対する一般財源の配分状況を示したものです。
➤歳出の一般財源のうち、90％が義務的経費や除雪費等の準義務的経費で占められており、硬直性が高くなっています。
➤準義務的経費・裁量的経費における一般財源負担が大きい主な事業の中には、容易に削減することが難しい経費が含まれ　
ており、見直しを行う余地が狭まっています。

令和８年度一般会計予算案おける各経費の
一般財源の配分状況を抜粋



単位：億円

　前項の経費の分類に基づき、令和１７年度（10年間）までの一般財源における推計を実施しました。

　➤この結果、令和1３年度（５年後）には、活用可能基金残高が枯渇する見込みです。
　　　※活用可能基金残高＝財政調整基金、まちづくり推進基金（現金分）、土地開発基金（現金分）の合計

財政推計について－②

一般財源の推計
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単位：億円

一般財源歳入は緩やかに減少していく一方、歳出に必要
な一般財源は増加していく見込



義務的経費の状況－①

義務的経費の状況-①扶助費の推移

　➤まず、扶助費は、障がい福祉費、児童福祉費の増等により、令和５年度から令和８年度で約200
　　億円の一般財源の負担増となっています。
　➤今後の扶助費は、市内の総人口が減少していく中、高齢者人口がピークを迎える2040年代にかけ
    て医療関係の扶助費が増加する一方、年少人口の減少により児童福祉費等は減少が見込まれるた
　  め、扶助費に要する一般財源額は大きく変わらない見込みです。

単位：億円

6

歳出の中で大きな割合を占める義務的経費について、今後の推移を推
計しました。

扶助費（一般財源）の推移



義務的経費の状況－②

義務的経費の状況-②公債費の推移

　➤次に、公債費は、利率上昇に伴う利子の増等により、令和５年度から令和８年度で約140億円の
　　一般財源の負担増となっています。
　➤今後の公債費に要する一般財源の負担額は、建設事業費の増加に伴う市債発行額の増や利率上昇
　　に伴う利子の増により、大きく増加していく見込みです。

単位：億円
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公債費（一般財源）の推移



義務的経費の状況－③

義務的経費の状況-③職員費の推移
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　➤次に、職員費は、給与水準の改定に伴う職員人件費単価の増等により、令和５年度から令和８年
　　度で約140億円の一般財源の負担増となっています。
　➤人件費単価の増は全国的な傾向となっていますが、本市は人口当たりの職員数も単価も政令市の
　　中でそれぞれ２番目に低い水準であり、人件費は政令市の中で最小レベルです。
　➤今後、高齢化の進展により、福祉サービス等の提供に必要な職員を確保する必要があり、推計は
　　令和８年度以降同水準と見込んでおりますが、厳しい財政状況を鑑み、今後も不断の行政改革の
　　推進により、効率的な行政運営に努めてまいります。

単位：億円職員費（一般財源）の推移



今後の建設事業の推計

〇令和８年度以降の建設事業の見通し

（単位：百万円）
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　　今後の財政運営の推計を行うため、現時点で想定される主な建設事業の規模が財政運営に与える影響を推計しました。
　札幌市がすでに事業決定または事業着手している一部の事業を除き、事業実施の是非、時期または費用が未定・未精査であり、法定耐
用年数や施設の老朽度合から目安の時期・期間を仮置きし、類似施設の取得価格などを参考とした試算額を均等割で計上するなどして作
成した、現時点での仮定額です。したがって、本資料上に記載の事業は、今後大きく変動する可能性があります。

1/17　伊藤　記

16日（金）の業後、最後に部課長に御確認いただいてから変更した点は以下のとおり

①再開発
個別はもちろん、合計値でも掲載すること自体同意できないという意見を受け、調整した結果、
R8予算を横伸ばしすること、都心アクセスと同じように帯びで記載してほしいという意見があったため、変更

②本庁舎、区役所、里塚斎場
ご指摘いただきました「・・・〇〇億円を事業期間〇年で均等割りし、・・・」の「事業期間」を追記しまし
た

③大倉山ジャンプ競技場
スポーツ局から合算値での計上をお願いしたいと連絡がありました。
期限として切っていた16日17時直前に奈良係長からも「ノーマルヒルの数値をどこに置くのか局内で結論が出
ていない（結果として、これまで提示させていただいていた年度と数字に一旦落ち着いたようです）」といっ
た話を聞いておりましたので、事業実施が決まっているものでもありませんし、やむを得ないものと判断し、
合算値での表示に変更しました。

④主要公共事業
R9以降横伸ばしの数値のため、合計値での公表でお願いしたいという意見があったため、合計値のみに変更し
ました。

⑤注釈の追記
・直轄事業について、都心アクセスを担当する交通プロジェクト担当課から、都心アクセスの直轄事業は
1,800百万円で、同じ小事業のなかに「その他直轄事業」として440百万円があり、分けてほしいという話があ
りましたが、単年度だけの話であったため、合計値を合わせるべく、注釈として「直轄事業の令和８年度予算
には、その他直轄事業440百万円を含む」と補足を記載しました

・主要公共事業とまとめたはいいけど、何かわからないと思いましたので、「道路・街路・公園事業など」と
追記しました

未確定のため、未計上

事業実施時期未定のため、想定事業費900億円を事業期間12年で均等割りし、R10から仮に計上

事業実施未定のため、想定事業費137億円を事業期間5年で均等割りし、R14から仮に計上

事業実施未定のため、想定事業費281億円を事業期間6年で均等割りし、R10から仮に計上

R9年度以降の事業費未定のため、R8予算と同額を仮に計上

事業主体が民間事業者であり、後年次の事業費未定のためR8予算と同額を仮に計上

※1　公共交通インフラ関連の令和８年度予算には、その他直轄事業555百万円
     を含む
※2　道路・街路・公園事業など

※1

※2

義務的経費と並び歳出に大きな影響を与える建設事業の見通しについ
て、今後の推移を推計しました。



建設事業の見通し

〇令和８年度以降の建設事業と財源の推移

● 前頁の建設事業を実施した場合の各年度の建設事業費とその財源内訳を推計したものです。
● 政令指定都市移行後に重点的に整備した公共施設の更新需要が本格化していることなどから、

令和８年度以降、令和11年度をピークに事業費が増加し、令和15年度まで高止まりの状況が続
く見込みです。

● 各年度の事業費（実線）とAPの推計値（点線）を比較すると、物価や人件費単価の上昇による
工事単価の上昇のほか、計画策定時に具体化していなかった事業の実施を見込んだことによ
り、建設事業費が増加しています。
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※R7予、８予は前年度補正予算前倒し計上分を含む

1/17　伊藤　記

16日（金）に部課長に御確認いただいてから変更した点は以下のとおり

・次ページに記載している再開発事業について、個別はもちろん、合計値でも掲載すること自体同意できないと
いう意見を受け、調整した結果、R8予算を横伸ばしすること、都心アクセスと同じように帯びで記載してほしい
という意見があったため、変更した結果、令和11年がピークとなりましたので、文章の一ポツ目を「令和8年度
から令和11年度にかけて」に変更しました。

・17時に和さんからもらった資料を基にR8の額を修正。
（グラフのバックについては、なぜかパソコン版Gドライブに入ることができず、編集できないため、デスク
トップにダウンロードし、編集しました。）



建設事業費における一般財源の推移

〇札幌市の実質的な各年度の負担額

 

● 建設事業の実施には市債を発行しますが、その償還金の一部が地方交付税で措置されます。
● 札幌市が実質的に負担する費用は、各年度の一般財源(A)と、建設債元利償還金(B)から交付税措置分

(C)を除いた額です。
● 事業費の増に伴って市債の発行額・償還額が膨らみ、その影響は長く続きます（市債は30年間かけて

償還するため）。令和21年度に1,279億円（令和８年度と比べ+110.8％）でピークを迎え、その後も同
程度の負担が継続します。
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1/17　伊藤　記

前ページまでにおけるやり取りの結果を、表に反映させております

建設事業が今後の公債費に与える影響を加味して、各年度の公債費も含め
た実質的な負担額を推計しました。



市債残高と実質公債費比率の推移

〇自治体の財政の健全性を示す指標である健全化判断比率のうち実質公債費比率について、公債費の増加
　による影響を推計しました。
〇一般会計市債残高（建設債＋臨財債）のピークは、令和15年度に1兆2,654億円となる見込みで、建設債
　残高のピークは、令和21年度に1兆1,975億円となる見込みです。

〇財政状況の改善に向けた対策を行わなければ、実質公債費比率が急速に悪化し、令和16年度には18％を
　超え、市債の発行が許可制となる起債許可団体に、令和19年度には25％を超え、財政健全化計画の策定
　が義務付けられる財政健全化団体に、令和25年度には35％を超え、国の指導の下、財政再生計画に基づ
　き厳しくサービス水準などを見直さなければならない財政再生団体となる可能性があります。

〇建設費の増加に伴う建設債の発行増により、建設債残高はR21をピークに増加する見込み
〇実質公債費比率については、

(決算)

財政健全化団体 (25％)

財政再生団体 (35％)

■建設債残高
■臨時財政対策債残高
◆実質公債費比率

(億円)

R16年度に18%を超え
起債許可団体となる

発行抑制高速のみ
で残高作成
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※令和13年度に財政調整基金等が枯渇するため、その後は将来の市債の償還に備えて積み立てている減債基金を収支不足に充てた場合の試算

18%

市債残高のピーク
1兆2,654億円

建設債残高のピーク
1兆1,975億円



今後の財政運営について

・すべて文字でつくる
・R8,9の直近は出来そうな見直
し書いてみる
・次期APでもプラン作ります
・長期的には公マネ計画と合わ
せた見直しやっていく
・職員費は定数配置の効率化、
とかもやりますとか
・内部経費の見直し、長い目でも
択と集中をより行っていく必要が
ある

「仮称）財政危機脱却プラン」は現市

長は言えない？

・令和８年度予算編成は、市税や交付税といった一般財源の増加、「内部経費の徹底的な見直しと節

減」と「事業の選択と集中」のもと、市民サービスに影響を与えることなく予算編成を実施しました

が、いまだ200億円を上回る収支不足が生じている大変厳しい状況です。　

・加えて、本推計の結果、収支不足の拡大により基金が５年後（令和１3年度）に枯渇し、公債費の増加

により実質公債費比率も急速に悪化することが見込まれています。

・将来世代に過度な負担を残さない持続可能な財政運営を行うためには、聖域なき見直しに着手せ

ざるを得なくなる状況が目前に迫っていると認識しています。

・まずは市民サービスへの影響を極力避けるため、特別職の給与削減を自ら行いながら、更なる内部

経費・事務的経費の見直し、職員費の見直し（DXの活用による職員定数の削減など）は勿論のこと、

次期中期計画期間である令和10年度以降に様々な見直しを実行するための検討が必要。

・適切な市民サービスと持続可能な財政運営を両立させるため、令和8年度は、見直し内容の検討や

財政危機宣言の発出の検討、令和9年度は新体制もと「仮称）財政危機脱却プラン」にかけて見直し

内容の検討を進めていく。

⇒見直しにあたっては、庁内外ともに激しい反発が予想されるため、

　 市長以下、全職員一丸となった見直し体制の構築が必要

・令和９年度以降の予算編成に向けて、引き続き、「内部経費の徹底的な見直しと節減」と「事業の選

択と集中」に取り組んでいく必要があります。

・財政状況の好転に向けた取組の検討に早急に着手するとともに、令和８年度は、令和7年度決算の

状況や予算の執行状況を見極めながら、今後の様々な見直しの方向性を示すことを検討してまいり

ます。

今後の財政運営について
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